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1  化 学物質等及び会社情報        ~~~~
化学物質等の名称

カークール ス トロング
整理番号 :NTl102

会社情報
会  社  名   ヤ シマ化学工業株式会社
住    所   大 阪市西淀川区佃 6T目 4番 10号

担 当  部  門   技 術部
電 話 番 号  06-4808二 〇800
F A X番 号   0 6 - 4 8 0 8 = 0 7 8 8

鷹襟 ン伸 日 卜の割 8忌  lkT持 用勘 燃榔|`は期 添 施翻|)

・引火性液体
・皮膚腐食性・刺激性
'眼に対する重篤な損傷H眼刺激性
・発がん性
・特定標的臓器・全身毒性(単回暴露)
・吸引性呼吸器有害性

S

区分3

区分2

区分2

区分2

区分3

区分Ⅲ

GHSラ ベル要素
絵  表  示

注 意 喚 起 語  危 険
危険有害性情

・引火性液体および蒸気
【皮膚刺激
・強い目刺激
口発がんのおそれの疑い
・吸引により臓器<気 道刺激性・麻酔作用>の 障害
.飾 及 S天ス4不争 措 ′―但 束ナ スンを 念 irttltaのAみ ヵ

単一製品 '混合物の区別 :混 合物

安衛法No:労 働安全衛生法(安衛法)第57条 の2第 1項政令指定物質の政令番号
PRTRttNo l特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律

(PRTR法)対象化学物質の政令番号
※1)キシレン(1種63)、トルエン(1種227)1%未満により非該当

毒劇物該非 ;毒物劇物取締法  毒 物及び虜1物取締法の別表―(毒物)、別表二(劇物)、別表三

ケロシン(1篤未満の陶,エン、キシレンを含む)

4` 応 急処置
皮膚(または髪メこ付着した場合

直ちに汚染された衣服を脱ぎ、皮膚(髪)を大量の水と石鹸で洗う。

汚業された衣服を再使用する場合は洗濯する。
目に入つた場合

水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外す
こと。その後も最低15分 間洗浄した後、医師の手当、診断を受けること。

吸入した場合
1)被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

体を毛布等で覆い、保温して安静を俣ち、直ちに医師の手当、診断を受ける一
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2)呼吸が止まっている場合及び呼吸が弱い場合は、衣類をゆるめ、呼吸気道を確保した上で人
工呼吸を行う。

飲み込んだ場合
無理に吐かせないで、医師の手当、診断を受けること。
日の中が汚業されている場合は、水で十分洗う。

予想される急性症状及び遅発性症状
誤飲した場合、目の粘膜を刺激し、嘔吐、目痛、下痴等の症状を起こすことがある。
また飲み込んだ本品が肺に吸入されると、肺組織の内出血、肺水腫、化学性肺炎等を起こす
ことがある。

5  火 災時の措置
消火斉1

霧状の強化液、粉末、炭酸ガス、泡が有効である。
初期の火災には、粉末、炭酸ガス消火剤を用いる。
大規模火災の際には、泡消火剤を用いて空気を速断することが有効である。

使つてはならない消火剤
棒状水の使用は、火災を拡大し危険な場合がある。

特有の危険有害性
高温の金属表面等に接触したり、燃料管から漏洩した場合、発生した蒸気によつて燃焼や爆
発が起きる可能性がある。
燃院の際は、煙、一酸化炭素、亜硫酸ガス等が生成される。

特有の消火方法
周囲の設備等に散水して冷却する。
火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを業上する。

消火を行う者の保護
消火作業の際は、適切な空気呼吸器 、化学用保護衣力着用するハ

6  漏 出時の情置
人体に対する注意事項

消火用器材を準備する。作業の際には消火用保護具を着用する。
風上から作業し、風下の人を退避させる。
屋内で漏洩した場合は充分に換気を行うこと。
漏出時の処理を行う際には、必ずゴム手袋、保護眼鏡、保護衣等を着用する事。

環境に対する注意事項
流出した製品が河川等に排出され、環境へ流出しないように注意する。

除去方法
大量の場合は、盛り上で囲つて流出を上めた後、液面を泡で覆い容器等に回収する。
少量の場合、おがくず、ウエス、砂等チ用いて吸着させて、密開できる申容器に同1又する

7. 収 敦 い及び保管上の注意
取り扱い

技術的対策
指定数量以上の量を取り扱う場合には、法で定められた基準に満足する製造所、貯蔵所、取
扱所で行う。
熱、大花、炎、高温体等との様触を避けるとともに、みだりに蒸気を発散させないこと。一禁煙。
静電気対策を行い、作業衣、靴等も導電性のものを用いる。
日で油を吸い上げるようなこと(サイホンメましない。
皮膚に触れたり、目に入る可能性のある場合は保護具を着用する。
容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等の乱暴な取扱いをしてはならない。

局所排気`全体排気
局所排気内、または全体換気のある場所で取扱う。

安全取り扱い注意事項
ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、強化性物質と接触しないよう注意する。
保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用する

保管
適切な保管条件

通気の良い場所に保管すること。
容器を密閉し、保管場所(子供の手の届かない所)に施錠すること。
危険物の表示をして保管する。
熱、スパーク、火炎並びに静電気蓄精チ辞ける。
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局所排気装置、全体換気の設備を使用する。(防爆タイプ)
許容濃度

シン(1材未満のトルエン、キシレンを含む) 200ぃ g/m3 (IWA)3m宮 /m3

3mg/m3

暴露防止及び保護措置
設備対策

呼吸器用の保護具
必要に応じて防毒マスク(有機ガス用)を使用する。

目の保護具
必要に応じて保護眼館を使用する。

皮膚の保護具

9  物 理 的及び化学的性質
物理的状態
形状、色など :  淡 ☆色透明液体  臭 い 1      微 石油(灯油)臭
pH:        デ ータなし    引 火点 :     440℃ (TAC密閉式)
動粘度(30℃)t   581l mm2/s    流 動点 モ     ー 150℃
セタン才旨数t     352         蒸 留試験(90%留出温度):2635°C
密度(15℃):   o AR簡 ″ゑm3   溶 n翌膚 :     7Kに 易溶 フkに対して不港

10  安 定性及び反応性
安   定    性  : 常 温で暗所に貯蔵 ,保管された場合、安定である。
危険有害反応可能性  : 5査 酸化剤 との接触を避ける。
避 け る べ き 条 件 | カ ロ熱、禁忌物 との接触、着火源、静電放電、衝撃、振動などを避

ける。              「
混 触 危 険 物 質 ! ハ ロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質と接触 しないよ う

注意する。
危険有害な分解生成物 : 妹 蛙の際伎鱒、一酷化岸蓋本市硫酷ガス等が牛成される^

11  百 冒性情報
ケロシン(灯油)

急性毒性;  経 口(ラット)とD5048,000mg/kg以上
皮膚険食性/剰 激性:ヒトで皮膚への接触により刺激性が認められた。
眼に対する重篤な損傷性/末1激性:日員を刺激しない。

石油系炭化水素
急性毒性:  経 口(ラット)LD50 300～21000m=/k宮

,恭カロ斉J
刺激性:皮膚、眼などを末!激する。

環境影警情報
生態毒性

混合物及び組成物のデータなし
残留性 1分解性

混合物及び組成物のデータなし
生体蓄積性

混合物及び組成物のデータなし
土壊中の移動性

混合物及び組成物のデータなtフ

12

13  屍 案上の注意
残余廃棄物

廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。
都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理
を行つている場合にはそこに委託して処理する。
廃棄物の処理を依託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。
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リサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従つて適切な処分

場合は、内容物を完全に除去することA

汚染容器及び包装  ~
容器は清浄にして1

を行う。
空容器を廃婁する|

ので、各法の規定に従つた容器、積載方法により

寓第2石油類「非水溶性」
炭物(51火性の物)、表示対象物、通知対象物1              道

路運送車両法 危険物、爆発性液体
海上規制情報  : 船 舶安全法 船舶による危険物の運送基準等を定める告示 31火性液体類
航空規制情報  ; 航 空法 航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示 弓1火性液体

輸送の特定の安全対策及び条件
運搬容器及び包装の外部に、品名、数量、危険等級及び「火気厳禁」の表示をする。
指定数量以上を車両で運搬する場合は、「危」の標識を車両前後に表示し、消火設備を備える。
陸上輸送の場合、運搬時の積み重ね高さは3m以 下とする。
第1類及び第6類の危険物との混載を禁止する。
輸送用容器(タンカー、タンク車、タンクローリーを除く)は危険物の規制に関する別表第3の2
項に定めたものを使用する。

伍
15  適 用法令

消防法: 危 険物第4類第2石油類 「非水溶性」
労働安全衛生法:

施行令別表第1危険物(引火性の物)
名称を表示すべき有害物質  キ シレン(1%未満)、陶レエン(1%未満)
名称等を通知すべき有害物  政 令番号380灯油 75～80%(下記2成分を含む。)

〔号祭f:喜昌18,前とす|1撒賓露 〕
政令番号168鉱油 〈5%

___       政 令番号330石 ,由ナフサ10～15%
16  そ の他  ~

引用文献
化学品の分類および表示に関する世界調和システム (GHS) 改 訂初版
GHS分 類結果データベース (独立行政法人製品評価技術基盤機構ホームページ
」 IS Z 7250:2005 化 学物質等安全データシー ト (MSDS)
製品安全データシー トの作成指針改訂版 (日本オー トケミカルエ業会)
産業中毒便覧      (医 歯薬出版株式会社)
13901の 化学薬品    (化 学工業国報社)
危険物船舶運送及び貯蔵規則 (海文堂)
国際化学物賃安全性カー ド (Icsc)日 本語版
溶剤便覧
急性中毒処置の手引き

―亨
製品安全データシー トは、危険有害な化学製品について、安全な取扱いを確保するため
の参考情報として、取扱う事業者に提供されるものです。

終む乏轟窃暮燈差暑会手脅書を糸あ姜黒ゑ留喜唇壇墓継石た埋各?驚路皆角宮費香鷲濫
いします。

_  従 って、本データシー トそのものは、安全の保証書ではありません。
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